
児童手当 制度改正に伴う手続き要否フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（※１）高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの 

ことをいいます。 

白鷹町から児童手当（特例給

付）を受給していますか 

※公務員の方は勤務先に申請

してください 

所得上限超過により、児童手当も特例給付も受給されていない方 

はい 

い
い
え 

はい 

手続きは不要です 

児童の兄姉等（H14.4.2～

H18.4.1 までに生まれた

子）を養育していますか 

はい 

い
い
え 

はい 

い
い
え 

申請が必要です 

「監護相当・生計費の負

担についての確認書」 

を提出してください 

申請が必要です 

「認定請求書」を提出してください 

請求者名義の通帳の写しも添付してください 

 

い
い
え 

高校生年代（※１）

の子を養育してい

ますか 

児童の兄姉等がいて、そ

の子を含めて養育してい

る子は３人以上いますか 

手続きは不要です 

申請が必要です 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」 

を提出してください 

はい 

申請が必要です 

「認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」 

を提出してください 

請求者名義の通帳の写しも添付してください 

高校生年代と児童の兄姉等がいて、その子を含めて３人以上のお子

さんを養育している方 

い
い
え 

ここからスタート 児童を養育している方（保護者）で恒常的に所得の高い方が請求者になります 

高校生年代のみの子を養育している方 

高校生年代とその兄姉等の 2人を養育している方 

 

申請が必要です 

「認定請求書」を提出してください 

請求者名義の通帳の写しも添付してください 

◎新たに支給対象となる高校生年代の児童について 

「額改定請求書」の提出が必要ですが、経過措置と 

して令和 7年 3月 31日まで省略します。 

 

児童の兄姉等がいて、その子を含めて

養育している子は３人以上いますか 


